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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
後部にクリップが配された軸筒と、
前記軸筒の外周に嵌合して軸筒の前部を被覆するとともに、外周面に使用者の手指が接す
るように誘導する手指誘導部が設けられたグリップと、
前記軸筒と前記グリップとの間に介在し、グリップを軸筒に対しその軸心回りの複数の位
置で回動不能に位置決めし、グリップの軸筒に対する軸心回りの姿勢を複数の中から選択
することで前記手指誘導部と前記クリップとの相対位置を変更可能とする係合構造と
を具備する筆記具。
【請求項２】
前記手指誘導部として、外周面における使用者の手指が接する部位に平坦面若しくは平坦
面に近い凸曲面または凹陥が前記グリップに形成されている請求項１記載の筆記具。
【請求項３】
前記係合構造により、前記グリップを前記軸筒に対し、側面視前記手指誘導部と前記クリ
ップとが軸心方向に沿って一直線上に並ぶ姿勢に位置決めすることができ、並びに、側面
視手指誘導部とクリップとが軸心方向に沿って一直線上に並ばない姿勢に位置決めするこ
ともできる請求項１または２記載の筆記具。
【請求項４】
前記係合構造は、前記軸筒の外周と前記グリップの内周とのうち一方に形成され相手方に
向かって突出する凸部と、他方に形成され相手方から離反するように凹み前記凸部が係合
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し得る複数の凹部とを要素とする請求項１、２または３記載の筆記具。
【請求項５】
前記凸部が軸心方向に沿って拡張した突条であり、前記凹部が軸心方向に沿って延伸した
凹溝である請求項４記載の筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筆記を行うための機能を具現する筆記芯を軸筒に収容してなる筆記具に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　この種の筆記具の代表例として、ボールペンやシャープペンシルが周知である。ボール
ペンは、インキを充填した容器の先端部位にインキを紙等に転写するためのボールを包有
する筆記機構部を取り付けたリフィルを筆記芯として軸筒に収容したもので、その筆記機
構部が軸筒の先端部から突出する。シャープペンシルでは、筆記芯である鉛筆芯を繰り出
すための機構を軸筒内に内蔵している。
【０００３】
　使用者の手指によって保持される軸筒の形状は、大抵は円筒状であるが、昔ながらの鉛
筆のように断面視六角形状をなすものや、断面視三角形状をなすものも存在している（例
えば、下記非特許文献１及び特許文献１を参照）。また、円筒状の軸筒の外周の所定部位
に、使用者の手指をフィットさせる平坦面や凹陥を形成することもある（例えば、下記特
許文献２及び３を参照）。
【０００４】
　筆記具の軸筒の後部には、当該筆記具を衣服のポケットや紙葉類、ファイルの表紙やボ
ード等に掛け止めるためのクリップを設けていることが多い（下記非特許文献１、特許文
献２及び３を参照）。使用者が筆記具を把持するとき、このクリップが使用者の手の甲側
、親指または人差し指の付け根の部分に当たり、使用者に不快感を与えることがある。特
に、軸筒の外周に、平坦面や凹陥のような、使用者の手指が接するように誘導する手指誘
導部が設けられている場合、使用者がその手指誘導部に特定の指を添わせることにより、
軸筒の手指に対する姿勢、相対位置が規制される。手指の大きさや筆記具の握り方は人そ
れぞれであり、筆記の際に筆記具を持つ利き手が左右どちらであるかも人による。このた
め、ある使用者においてはクリップが手と干渉することがないとしても、別の使用者にお
いてはクリップが手に干渉して円滑な筆記の妨げとなる懸念がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平０７－０４２３２６号公報
【特許文献２】特願２０１５－２３８８９７号明細書
【特許文献３】特開２００５－１３８４２０号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】“ボールペン・複合ペン／シャープペンシル／鉛筆シャープ”，コクヨ
総合カタログ２０１６年版ステーショナリー編，コクヨ株式会社，平成２７年１２月，ｐ
．６００，６０２，６０４－６０６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、筆記具の軸筒の外周に使用者の手指が接するように誘導する手指誘導部を設
ける場合において、その手指誘導部とクリップとの相対的な位置関係を使用者の好みに合
わせて変更できるようにすることを所期の目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するべく、本発明では、後部にクリップが配された軸筒と、前記軸
筒の外周に嵌合して軸筒の前部を被覆するとともに、外周面における使用者の手指が接す
る部位に平坦面若しくは平坦面に近い凸曲面または凹陥が形成されたグリップと、前記軸
筒と前記グリップとの間に介在し、グリップを軸筒に対しその軸心回りの複数の位置で回
動不能に位置決めし、グリップの軸筒に対する軸心回りの姿勢を複数の中から選択するこ
とで前記手指誘導部と前記クリップとの相対位置を変更可能とする係合構造とを具備する
筆記具を構成した。
【０００９】
　そして、前記係合構造により、前記グリップを前記軸筒に対して、側面視前記平坦面若
しくは平坦面に近い凸曲面または凹陥と前記クリップとが軸心方向に沿って一直線上に並
ぶ姿勢に位置決めでき、並びに、側面視平坦面若しくは平坦面に近い凸曲面または凹陥と
クリップとが軸心方向に沿って一直線上に並ばない姿勢に位置決めできるようにすること
が好ましい。
【００１０】
　前記係合構造は、例えば、前記軸筒の外周と前記グリップの内周とのうち一方に形成さ
れ相手方に向かって突出する凸部と、他方に形成され相手方から離反するように凹み前記
凸部が係合し得る複数の凹部とを要素とする。
【００１１】
　前記凸部は、軸心方向に沿って拡張した突条であることがあり、前記凹部は、軸心方向
に沿って延伸した凹溝であることがある。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、筆記具の軸筒の外周に使用者の手指が接するように誘導する手指誘導
部を設ける場合において、その手指誘導部とクリップとの相対的な位置関係を使用者の好
みに合わせて変更することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態の筆記具の斜視図。
【図２】同実施形態の筆記具の分解斜視図。
【図３】同実施形態の筆記具のグリップの縦断面を含む分解図。
【図４】同実施形態の筆記具の側面図。
【図５】同実施形態の筆記具のＡ－Ａ線横断面図。
【図６】同実施形態の筆記具の側面図。
【図７】同実施形態の筆記具のＢ－Ｂ線横断面図。
【図８】同実施形態の筆記具の側面図。
【図９】同実施形態の筆記具のＣ－Ｃ線横断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。図１ないし図９に示す本実施形態の
筆記具は、後端ノック式のボールペンである。本筆記具は、筆記を行うための機能を具現
する筆記芯と、使用者が筆記を行う際に使用者の手指によって保持される軸筒１と、軸筒
１の後端側に配したノック棒３がノック操作されることで筆先２即ち筆記芯の先端部位を
軸筒１の前端（先端）側から突没させるノック機構とを備える。軸筒１は、それら筆記芯
及びノック機構を内部に収容する。
【００１５】
　筆記芯は、インキを充填した容器の先端部位に、インキを紙等に転写するためのボール
を包有する筆記機構部２を取り付けたリフィルである。ノック機構は、ノック棒３の押下
を受けて筆先である筆記機構部２を軸筒１から突出させるとともに、ノック棒３の再度の
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押下を受けて軸筒１から突出していた筆記機構部２を軸筒１内に没入させる、従来より周
知のカーン式ノック機構である。
【００１６】
　軸筒１は、内部に筆記芯を挿通できるよう、軸心Ｌ方向に沿って延伸した中空筒状の硬
質樹脂製の部材である。軸筒１の後部には、クリップ４を一体成形している。クリップ４
は、その後端（基端）部が軸筒１の後端近傍に接合し、そこから前方に向かって延出した
薄板状をなしている。クリップ４の内向面と、軸筒１の外周面とは、距離を隔てて対向し
ている。そのクリップ４の前端（先端）部には、軸筒１に向けて突出した突起を設けてあ
る。突起は、軸筒１の外周面に当接または近接する。筆記具を衣服のポケットや紙葉類、
ファイルの表紙やボード等に掛け止める際には、軸筒１とクリップ４との間隙に衣服等を
差し入れて、これらにより当該衣服等を挟ませる。なお、このようなクリップ４を、軸筒
１ではなく、軸筒１から突出するノック棒３に一体成形することで、クリップ４を軸筒１
の後部に配することもできる。
【００１７】
　軸筒１は、軸心Ｌ方向に沿って伸長する後軸１１と、後軸１１の前方に連なり軸心Ｌ方
向に沿って伸長する前軸１２とを有しており、前軸１２の外径が後軸１１の外径よりもや
や細い。しかして、その前軸１２の外周に、使用者の手指と直に接触する外装材であるグ
リップ１３を被せている。
【００１８】
　グリップ１３は、前軸１２に嵌合して軸筒１の前部を被覆できるよう、軸心Ｌ方向に沿
って延伸した中空筒状の軟質樹脂（または、エラストマ）製の部材である。グリップ１３
に前軸１２を挿入するようにしてグリップ１３を前軸１２の外周に装着したとき、このグ
リップ１３の後端側の端面が、前軸１２よりも外径の大きい後軸１１の前端側の端面に当
接する。そして、円筒状をなす後軸１１の前端部の外周面と、同径の円筒状をなすグリッ
プ１３の後端部の外周面とが略面一となり、両者が連続した外表面を形成する。
【００１９】
　後軸１１の外周面は、クリップ４の部分を除いて全体的に円筒状をなしている。これに
対し、グリップ１３の外周面には、単一の平坦面領域１３１と、平坦面領域１３１以外の
領域である曲面領域１３２とが存在している。平坦面領域１３１は、使用者の手指をこれ
に接するように誘導する手指誘導部として機能する。即ち、平坦面領域１３１は、グリッ
プ１３の外周面における、使用者の手指が接する部位にあって、軸心Ｌ方向に対し平行ま
たは略平行に拡張した略平坦面状をなす。図５、図７または図９の横断面図に示すように
、本実施形態では、平坦面領域１３１が完全な平坦面ではなく、外方（軸筒１（または、
筆記具）の軸心Ｌから離反する方向）に向かって僅かに膨出した凸曲面となっている。凸
曲面とは、当該曲面上の任意の二点を当該曲面に沿って最短経路で結ぶ線分が、それら二
点を結ぶ直線よりも外方にあるかそのような直線に等しいような曲面をいう。要するに、
凸曲面とは、軸筒１の軸心Ｌに向かって凹んだ凹陥の存在しない曲面のことである。尤も
、平坦面領域１３１を、完全な平坦面に成形しても構わない。
【００２０】
　グリップ１３の外周面の曲面領域１３２は、平坦面領域１３１よりも曲率の大きい曲面
となっている。この曲面領域１３２は、概ね後軸１１の外周面と略面一である。但し、図
４に示すように、グリップ１３における、軸心Ｌに平行な前後方向の中間部位は、後軸１
１よりも僅かながら外径が太くなるように外方に膨らんでいる。
【００２１】
　前軸１２の軸心Ｌ方向に沿った寸法は、グリップ１３の軸心Ｌ方向に沿った寸法よりも
長い。従って、グリップ１３を前軸１２に装着したときに、当該前軸１２の前端部がグリ
ップ１３の前端よりも前方に突き出すこととなる。その前軸１２の前端部の外周には、雄
ねじ１２２を切ってある。他方、口金１４の内周には雌ねじを形成しており、その雌ねじ
を雄ねじ１２２に螺合させることを通じて、口金１４を前軸１２の前端部に螺着すること
ができる。なお、前軸１２に口金１４を取り付ける際には、予めノック機構の要素となる
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コイルばね２１に筆先２を挿通しておき、このコイルばね２１が口金１４内に収まるよう
にする。
【００２２】
　口金１４は、前方に向かうにつれて径が小さくなる先細りのテーパ状の金属製の部材で
あって、軸筒１の前端部を構成する。筆記芯の筆記機構部２は、この口金１４から突出す
る。グリップ１３を前軸１２の外周に装着し、さらに口金１４を前軸１２の前端部に螺着
したとき、グリップ１３の前端側の端面が、前軸１２よりも外径の大きい口金１４の後端
側の端面に当接する。そして、円筒状をなすグリップ１３の前端部の外周面と、同径の円
錐状をなす口金１４の後端部の外周面とが略面一となり、両者が連続した外表面を形成す
る。
【００２３】
　本実施形態の筆記具にあっては、図４及び図５に示すように、平坦面領域１３１とクリ
ップ４とが軸心Ｌ方向に沿って一直線上に並ぶ姿勢にグリップ１３を位置づけることがで
き、並びに、図６及び図７または図８及び図９に示すように、平坦面領域１３１とクリッ
プ４とが軸心Ｌ方向に沿って一直線上に並ばない姿勢にグリップ１３を位置づけることも
できる。要するに、グリップ１３を軸筒１に対して軸心Ｌ回りに回動させ、平坦面領域１
３１の位置または向きを任意に変更することが可能となっている。
【００２４】
　軸筒１の前軸１２の外周には、グリップ１３に向かって外方に突出する凸部１２１を成
形している。この凸部１２１は、軸心Ｌに平行に伸びた細長い突条となっている。凸部１
２１の後端は、後軸１１の前端面またはその近傍に達している。翻って、グリップ１３の
内周には、前軸１２から離反するように外方に凹んだ凹部１３３を複数形成してある。凹
部１３３は、軸心Ｌに平行に伸びた細長い凹溝となっており、軸心Ｌを中心とした周方向
に沿って間欠的に並んでいる。図５に示すように、隣り合う二つの凹部１３３の各々と軸
心Ｌとを結ぶ二本の線分がなす角度αは、１５°ないし３０°の範囲に設定することが好
ましい。図示例では、角度αが約２２°となっている。凹部１３３の後端は、グリップ１
３の後端面まで達し、グリップ１３の後端面に開口している。凹部１３３の軸心Ｌ方向に
沿った長さは、凸部１２１の軸心Ｌ方向に沿った長さに等しいか、それよりも若干長い。
【００２５】
　筆記具の軸筒１における平坦面領域１３１の位置を軸心Ｌ回りに回動させて変更するた
めには、口金１４を前軸１２の前端部から離脱させた後、前軸１２に装着していたグリッ
プ１３から前軸１２を抜くようにしてグリップ１３を前軸１２に対して相対的に前方に変
位させ、凹部１３３と凸部１２１との係合を解除する。そして、グリップ１３を前軸１２
に対して相対的に軸心Ｌ回りに回動させ、何れか一つの凹部１３３と凸部１２１との位置
が合うようにグリップ１３の姿勢または向きを操作する。しかる後、グリップ１３に前軸
１２を挿入するようにグリップ１３を前軸１２に対して相対的に後方に変位させ、凹部１
３３に凸部１２１を係合させつつグリップ１３を前軸１２に再度装着する。最後に、口金
１４を前軸１２の前端部に螺着する。これにより、グリップ１３が前軸１２に固定される
。
【００２６】
　本実施形態では、後部にクリップ４が配された軸筒１と、前記軸筒１の外周に嵌合して
軸筒１の前部を被覆するとともに、外周面における使用者の手指が接する部位に手指誘導
部として平坦面若しくは平坦面に近い凸曲面１３１が形成されたグリップ１３と、前記軸
筒１と前記グリップ１３との間に介在し、グリップ１３を軸筒１に対しその軸心Ｌ回りの
複数の位置で回動不能に位置決めすることで、グリップ１３の軸筒１に対する軸心Ｌ回り
の姿勢を複数の中から選択することを可能とする係合構造とを具備する筆記具を構成した
。係合構造は、具体的には、前記軸筒１の外周に形成されグリップ１３に向かって突出す
る凸部１２１と、グリップ１３の内周に形成され軸筒１から離反するように凹み前記凸部
１２１が係合し得る複数の凹部１３３とを要素とする。
【００２７】
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　本実施形態によれば、筆記具の軸筒１の外周に平坦面や平坦面に近い凸曲面１３１を形
成する場合において、その平坦面若しくは凸曲面１３１とクリップ４との相対的な位置関
係を使用者の好みに合わせて変更することが可能となる。特に、前記グリップ１３を前記
軸筒１に対し、側面視前記平坦面若しくは平坦面に近い凸曲面１３１と前記クリップ４と
が軸心Ｌ方向に沿って一直線上に並ぶ姿勢に位置決めすることができ、並びに、側面視平
坦面若しくは平坦面に近い凸曲面１３１とクリップ４とが軸心方向に沿って一直線上に並
ばない姿勢に位置決めすることもできる。従って、使用者の筆記具の握り方や使用者の利
き手等に応じてグリップ１３の姿勢または向きを調整し、使用者の手指とクリップ４とが
干渉する問題を有効に回避することが可能となる。
【００２８】
　なお、本発明は以上に詳述した実施形態に限られるものではない。例えば、筆記具の態
様はボールペンには限定されない。換言すれば、筆記芯はボールペンのリフィルであると
は限らない。筆記具がボールペン以外の種類のペン（例えば、サインペン等）である場合
も、筆記芯は、インキを充填した容器の先端部位に、インキを紙等に転写するための機構
が設けられたものとなり、その機構が筆先となる。あるいは、筆記具がシャープペンシル
である場合には、筆記芯が鉛筆芯であり、筆記芯を繰り出して軸筒の先端部から突出させ
るための機構を筆記芯とともに軸筒に収容することになる。
【００２９】
　上記実施形態では、手指誘導部として、グリップ１３の外周面に単一の平坦面領域１３
１を設けていたが、平坦面領域を複数設けることもできる。グリップ１３の外周面に、平
坦面領域１３１とともに、または平坦面領域１３１に代えて、軸筒１の軸心Ｌに向かって
凹む凹陥を設けてもよい。そのような凹陥もまた、使用者の手指をこれに接するように誘
導する手指誘導部として機能し得る。加えて、グリップ１３の外周面の平坦面領域１３１
及び／または曲面領域１３２に、使用者の指の太さや指の節の大きさと比べて顕著に微細
な、幅や径が１ｍｍ以下の凹凸、溝、穴等を設けることを妨げない。
【００３０】
　グリップの外周面に設ける手指誘導部は、平坦面若しくは平坦面に近い凸曲面または凹
陥には限定されない。手指誘導部が、グリップの外周面に付されたマークや文字、他の部
分と異なる色の領域等の、視覚的に使用者の手指を誘導する目印であることがある。ある
いは、手指誘導部とその他の部分とで、グリップの外周面を形成する材料または素材を異
ならせることにより、触覚的に使用者の手指を当該手指誘導部に誘導するものとしても構
わない。
【００３１】
　上記実施形態では、凸部１２１が軸心Ｌ方向に沿って拡張した突条であり、凹部１３３
が軸心Ｌ方向に沿って延伸した凹溝であったが、凸部及び凹部はそれぞれ軸心Ｌ方向に沿
って伸びているとは限らない。
【００３２】
　さらには、グリップ１３の内周に軸筒１に向かって突出する凸部を形成し、軸筒１の外
周にグリップ１３から離反するように凹み前記凸部が係合し得る複数の凹部１３３を形成
して、これら凸部及び凹部により係合構造を構成することも許容される。
【００３３】
　その他、各部の具体的構成は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、筆記を行うための機能を具現する筆記芯を軸筒に収容してなる筆記具に適用
できる。
【符号の説明】
【００３５】
　１…軸筒
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　１２１…凸部
　１３…グリップ
　１３１…手指誘導部（平坦面若しくは平坦面に近い凸曲面）
　４…クリップ
　Ｌ…軸心

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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